
資料１

令和４年度主な事業の実施状況

【ＣＯ２排出抑制に配慮した環境活動促進事業】

当管内ではこれまで「より良い環境づくり」の一環として、地域住民参加のクリーン

アップ事業を主として実施してきたが、平成２６年度からはクリーンアップと並行して

小学校４年生を対象とした実験機材を用いた環境学習会を開催し、幼少期からの環境意

識の醸成を図ってきた。

令和３年度からは、新たに家庭で出来る地球温暖化防止（３Ｒや節電）について学習

内容に取り入れ 「ＣＯ２排出抑制に配慮した環境活動」を意識付けすることで、カー、

ボンニュートラルの推進を図っている。

【今年度の取組状況】

○ 管内小学校３校の小学校５～６年生を対象として環境学習会を開催した。

学校名 実施日 対象児童

潟上市立追分小学校 ７月 １日 ５年生６２名

男鹿市立船越小学校 １２月 ８日 ６年生３８名

八郎潟町立八郎潟小学校 １月２６日 ６年生３０名

実験機材を用いて風力・火力・水力での発電体験を実施することで、環境と関連

するエネルギーについて考えてみたり、いろいろなプラスチックのサンプルを真水

や塩水の中に入れその様子を見ることなどにより、海洋ごみがいかに環境破壊につ

ながっているのかを理解してもらうことができた。

学習会直後には児童や先生から好評価の感想をいただいたほか、１週間ほど後に

実施したアンケート調査では、９７％の児童が環境学習会による初めての気付きが

あったとの回答や、８４％の児童が家庭で話題にしたとの回答があったことなどか

ら、児童及びその家族への環境保全意識の啓発を図ることかできたと思われる。



資料２

令和５年度重点事業の紹介
（地域振興局地域施策推進事業より）

【現状と課題】

○ ひきこもり当事者が社会参加を目指すためには、県民一人ひとりが互いに個性

を尊重し支え合う地域社会づくりが必要。

○ 環境問題に関心を持ち 「ＣＯ２排出抑制に配慮した行動」に繋げるためには、、

幼少期から環境意識を醸成し、家庭での取組をひろげることが必要。

【令和５年度の取組】

Ⅰ 誰もが住みやすい環境づくりの推進

あらゆる差別のない多様性にみちた社会づくりの推進●

・市町村等と連携したひきこもり支援体制の整備

環境保全に関する意識醸成と県民との協働による環境保全活動展開●

・小学校高学年を対象とした、機材を用いた発電実験等を行う体験型環境

学習会の開催
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令和４年度 福祉環境部の主要事業

【重点推進事項】
１ 誰もが住みやすい環境づくりの推進

○あらゆる差別のない多様性にみちた社会づくりの推進

・生活困窮世帯等への学習・生活支援

・市町村等と連携したひきこもり支援対策の推進

○環境保全に関する意識醸成と県民との協働による環境保全活動展開
・小学校高学年を対象にした実験機材を用いた環境学習会の開催

【保健・医療・福祉】
１ 健康づくり事業の推進

第２期健康秋田２１計画等の推進を図るため、関係機関と連携し適切な生活習慣の普及に努める。

２ 感染症予防対策の推進

感染症の発生予防のため正しい知識の普及啓発及び発生時における感染拡大防止に努める。

３ 精神保健福祉施策の推進

精神障害者が住み慣れた地域で継続して生活できるよう、精神疾患に対する正しい知識の普及や、早期発見・治療を進める体制の整備・充実を図り、支援する。

４ 社会福祉施設等への指導・支援

老人福祉施設等の社会福祉施設への実地指導を行い、適正な施設運営を確保する。

５ 生活保護の適正実施と生活困窮者に対する支援の提供

要保護者に対する生活保護制度の周知に努めるとともに、個別ニーズに対応した訪問活動を実施する。また、生活困窮者の早期発見に努め、関係機関と連携し個々に合っ

た支援の提供を行う。

６ 地域の子育て支援の充実

子どもが健やかに成長することができる活力にあふれた地域社会づくりを推進するため、社会全体で子育て環境の整備を図る。

７ 保健・医療・福祉等のサービス供給体制の充実

保健・医療・福祉、衛生・生活環境に係る各種施策の総合的な推進に関する事項の協議を行い、地域の特性や実情に即したサービス供給体制の整備を図る。

【生活環境】
１ 廃棄物処理施設等の監視指導

廃棄物の適正処理を図るため、廃棄物処理施設等の監視指導を行う。
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２ 工場・事業場に対する立入検査及び監視指導

水質汚濁防止法、大気汚染防止法等公害関係法令に基づき、工場・事業場の立入検査及び監視指導を行う。

３ 食品衛生監視指導の強化

秋田県食品監視指導計画に基づく重点監視対象施設等について監視指導を推進するとともに、特別監視期間を定めて効率的な監視指導を実施する。

４ 食品衛生自主管理の推進

食品営業施設における自主的衛生管理を組織的に推進するため、食品衛生協会や食品衛生推進員の活動を支援し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入、実施に

向けた指導を行う。
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令和４年度 企画福祉課 事業計画

事 項 名 事 業 名 内 容 備考【令和5年1月末実績】

【調整・障害者班】 １ ～大変革の時代～ ～大変革の時代～新秋田元気創造プランの推進 主な取組
新秋田元気創造プラン 「健康・医療・福祉戦略」 ・ひきこもり状態にある方

企 画 調 整 ・施策４：誰もが安全・安心を実感できる地域共生社会の実現 やその家族への支援
「未来創造・地域社会戦略」 ・小学生を対象とした環境

・施策５：脱炭素化の実現を目指す地域社会の形成 学習会の開催

２ 保健医療福祉協議会 地域における保健、医療、福祉、衛生及び生活環境に関する施策の総合的な推進について協議するた ・協議会 3月書面開催予定
め、秋田地域保健医療福祉協議会及び各専門部会を開催する。（各１回） ・地域医療推進部会 中止

・救急・災害医療検討部会
中止

・献血推進部会
3月中旬書面開催予定
（要旨は後日HPへ掲載予定）

広 報 １ 各種情報の提供 県の公式Ｗｅｂサイト「美の国あきたネット」を通じて、部の事業概要や各種相談窓口等について周知 随時更新
を図る。

統 計 １ 人口動態統計 人口動態統計事象（出生、死亡、死産、婚姻、離婚に関わる事項）を把握し人口及び厚生行政施策の基
礎資料を得る。（事象発生月の翌月２５日までに県に提出）

２ 各種報告 （１）地域保健・健康増進事業報告（５月） ・地域保健・健康増進事業
（２）衛生行政報告例（４月） 報告（５月）

・衛生行政報告例（４月）

３ 国民生活基礎調査 厚生労働行政の企画及び立案に必要な基礎資料を得るため、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活 令和４年度大規模調査実施
の基礎的事項を調査する。

４ 出生動向基本調査 新たな世代の結婚・出生行動、意識を詳細かつ正確に把握し、関連諸施策を立案・策定するための基本 なし
（国立社会保障・人口問題研究 調査。
所）
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事 項 名 事 業 名 内 容 備考【令和5年1月末実績】

学 生 実 習 １ 医学生実習 ・受入依頼なし なし

２ 保健師養成課程実習 保健師養成課程 ・秋田看護福祉大学看護科
・秋田看護福祉大学看護科 ４名（５月） ４名（８月）
・秋田大学医学部保健学科 ４名（７月） ・秋田大学医学部保健学科
・日本赤十字秋田看護大学 ６名（８月） ４名（７月）

・日本赤十字秋田看護大学
３名（９月）

３ 管理栄養士養成課程実習 管理栄養士養成課程 ・青森県立保健大学１名
・青森県立保健大学 １名（９月） ・仙台白百合女子大学１名
・仙台白百合女子大学 １名（９月） ・宮城学院女子大学１名
・宮城学院女子大学 １名（９月） ・尚絅学院大学２名
・尚絅学院大学 ２名（９月） （いずれも９月）

４ 社会福祉系学生実習 ・受入依頼なし なし

５ インターンシップ ・受入依頼なし なし

高 齢 者 福 祉・ １ 施設の許認可、実地指導等 介護保険法や老人福祉法に基づく施設開設の許認可や施設の実地指導等を通じて、介護保険サービスの
介 護 保 険 基盤拡充や質の強化を図る。 ・実地指導

介護老人福祉施設３施設
・実地指導 介護老人保健施設５施設
介護老人福祉施設 数施設
介護老人保健施設 数施設

２ 敬老祝い品進呈事業 ・老人の日記念百歳の高齢者に対する祝い状及び記念品贈呈（国事業）
老人の日の記念行事として今年度中に百歳を迎える高齢者に対して内閣総理大臣から祝い状及び記 贈呈対象者 ３８名
念品を贈呈し長寿を祝う。（９月） （９月）

医療･介護･福祉連携 １ 市町村の取組支援 ・地域包括ケアシステム構築に向けた市町村の取組を支援する。 なし
市町村協議会・研修会等への出席（随時）

4



事 項 名 事 業 名 内 容 備考【令和5年1月末実績】

社 会 福 祉 法 人 １ 運営等に関する助言・ 指導 所管の社会福祉法人（１４法人）について、適正な法人運営と社会福祉事業の円滑な経営を確保するた ・指導監査
め、定款変更の認可や指導監査を通じて、必要な助言・指導を行う。 社会福祉施設 ２施設

・社会福祉施設（本庁と共同実施）及び社会福祉協議会への指導監査の実施 社会福祉協議会 １法人

バリアフリー社会の １ 人に優しいまちづくりの推進 ・バリアフリー条例適合施設の認定（通年） 適合証交付 ０施設
形成 ・障害者等用駐車区画利用者証の申請受付（通年） 申請受付 ３８件

障 害 児 者 福 祉 １ 障害者総合支援法に基づく事 （１）障害福祉関係事務指導監査等実施要綱に基づき、管内町村に対し障害者総合支援給付支給事務等に ・指導監査 八郎潟町 4.11.7
務・事業の円滑な推進等 係る指導監査を実施する。 井川町 4.11.8

（２）管内市町村の依頼により手話通訳員の調整並びに手話通訳員の派遣を行う。また、広域的派遣など ・手話通訳件数 延べ 212件
秋田県が実施する意思疎通支援について、依頼により手話通訳員を派遣する。 ・相談件数 延べ 34件

・会議、打合せ 延べ 9件
（３）障害者社会参加総合推進事業

精神保健福祉に関し、地域住民の理解を深めながら、障害者が社会の構成員として地域の中で共に
生活し、また、社会参加を通じて生活の質の向上を図ることができるよう、以下の事業を実施す
る。
①障害者に対する正しい知識の普及啓発事業 ・R4.11～R4.12
・当事者やその支援者等に対する学習会の開催 （リーフレットを配布）
・街頭キャンペーン等における精神相談日周知のためのポケットティッシュの配布
・関連会議における精神相談日周知のためのリーフレットの配布
・市町村に精神相談日の広報への掲載を依頼
②レクリエーション教室事業 ・開催なし

（４）精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業
精神障害者の地域移行支援に係る体制整備のための調整業務を行うことを目的とし、「秋田周辺精 ・協議会 R5.2.28開催予定
神障害者地域移行・地域定着推進協議会」を開催する。
委員 １７名 協議会の開催 年１回

（５）県民向け手話教室 ・一般県民向け手話教室
県民の聴覚障害に対する理解を深めるとともに、手話の普及啓発を図るため、手話に親しみ、簡単 潟上市市民センター天王館
な手話を学ぶ手話教室を開催する。 研修室5・6（R4.12.11）
・一般県民向け手話教室 R5予定回数：未定（障害福祉課において検討中） 16名
・小学生向け手話教室 R5予定学校数：未定（障害福祉課において検討中） ・小学生向け手話教室

開催なし
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事 項 名 事 業 名 内 容 備考【令和5年1月末実績】

精 神 保 健 福 祉 １ 精神保健福祉相談 ・嘱託医による精神相談 精神相談開設日数 １４日
老人精神保健やアルコール･思春期関連や心の健康づくりなどの問題で悩んでいる当事者やその家 ・所内７日、所外７日
族に対し、精神科医が相談･助言を行う。 ・相談延人員 １７名

相談内訳
日時 毎月第２、第４水曜日 日時 毎月第３火曜日 心の健康づくり １３

午後１時３０分から午後３時まで 午後１時３０分から午後３時まで 高齢者精神保健 ２
場所 秋田中央保健所 場所 男鹿市役所 その他 ２
担当 猪股 良之 医師 担当 稲庭 千弥子 医師

２ 組織育成等 障害者地域活動支援センターへの支援 参加回数 ４回
特定非営利活動法人「よつば」のケース検討会への参加
日時 毎月第２木曜日、午後３時から午後４時
場所 特定非営利活動法人「よつば」
参加者 嘱託医(杉山和 医師）、指導員、保健所職員

３ 精神保健福祉事務 障害者総合支援法、精神保健福祉法に基づき、関係機関と連携を図りながら適正な事務処理を進める。 ・障害者自立支援受給者証
また、市町村における精神保健業務が適正に実施されるよう支援・協力する。 支給認定件数
・自立支援医療（精神通院医療）の申請受理・支給認定 ５,８３３件

・精神障害者保健福祉手帳の申請受理・交付
・医療保護入院届・定期病状報告、その他精神保健福祉法に基づく届出・報告受理 ・手帳交付件数 ２,０４０件
・精神障害者台帳管理
・保護申請や通報対応

・通報受理件数 １０件
うち要措置 ５件

４ 精神科救急医療体制整備事業 秋田県精神科救急医療体制整備事業実施要綱に基づき、秋田周辺精神科救急医療圏における精神科救急 地域連絡調整会議
医療体制等について協議する。 R4.11.8（委員20名）
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事 項 名 事 業 名 内 容 備考【令和5年1月末実績】

精 神 保 健 福 祉 ５ 心の健康づくり・ 地域住民の心の健康づくり・自殺予防対策を推進するため、関係機関等との連携を図りながら、正しい
自殺予防対策事業 知識の普及啓発や心の健康づくりを担う人材の養成及び地域での実践活動への支援を行う。

・自殺未遂者支援研修会
（１）普及・啓発事業 R4.10.31（参加者32名）
・自殺未遂者支援研修会の実施
・こころはればれ通信の発行及び配布 ・街頭キャンペーン
・ゲートキーパー養成講座への講師派遣 R4.9.7（大潟村で実施）
・ふきのとうホットライン（県内相談機関の一覧）の配布（医療機関、薬局、市町村） ※R4.12月には管内の駅に
・自殺予防街頭キャンペーンの実施 啓発資料等を配布
（２）市町村支援
・市町村心の健康づくり・自殺予防担当者会議の開催 ・管内担当者会議
・市町村メンタルヘルスサポーター地域懇談会への参加 R4.7.28
・市町村自殺対策計画策定（評価）委員会への参画
（３）関係機関との連携 ・自殺未遂者支援関係者会議
・自殺未遂者支援関係者会議 R5.3月書面開催予定
・心の健康づくり・自殺予防ネットワーク推進会議
（４）その他 ・心の健康づくり・自殺予防
・支援対象事案情報提供書の対象者への支援 ネットワーク推進会議

R5.3月書面開催予定

各種手当・医療給付 （１）心身障害者扶養共済 （※対象：秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡） ・受給者 １２９人
・心身障害者扶養共済の申請受理
・年金の支給 ・加入者 ８８人
・弔慰金、脱退一時金の支給
・掛金の徴収
・受給者の現況調査
・加入者の現況調査
・加入者の減免調査
・掛金払い込み証明書の発行
・台帳管理
・未収金管理 など

（２）特別障害者等手当（※対象：南秋田郡） ・受給資格者(支給停止者含)
・特別障害者等手当申請受理・障害調査・認定・交付 障害児福祉手当 ４人
・手当の支給（５月、８月、１１月、２月） 特別障害者手当 ２３人
・厚生労働省報告第２５表（毎月２５日まで） 経過的福祉手当 １人
・所得調査
・台帳管理 計 ２８人
・未収金管理 など
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事 項 名 事 業 名 内 容 備考【令和5年1月末実績】

【児童・生活保護班】 １ 要援護者に対する処遇の充実 （１）地域、学校をはじめとする関係機関との連携により、要援護ケースの早期発見に努め、処遇の充実 ・巡回児童相談
を図る。 潟上市・南秋田郡地区

児童福祉・健全育成 ２回
（２）市町村要保護児童対策協議会への参加等により、要援護ケースの早期発見並びに処遇の充実を図
る。 ・相談件数 ２５件

（３）家庭児童相談室の運営強化を図る。

母子父子寡婦福祉 １ 要援護者に対する処遇の充実 地域や関連機関との連携により、要援護ケースの早期発見に努め、処遇の充実を図る。 ・母子世帯数（南秋田郡内）
１４９世帯

・父子世帯数（南秋田郡内）
２３世帯

《R4年8月調査》
・相談件数延べ ７５件

（うち由利 ４５件）
・家庭訪問件数 １７５件
（うち由利 ５１件）

２ 母子父子寡婦資金の貸付 （１）母子父子寡婦家庭の自立と生活意欲の助長を図るため、各種資金の活用を促進する。 ・新規貸付（母子 １件）
・償還指導 ・貸し付け審査会の開催 ： 随時 （父子 ０件）

（寡婦 ０件）
（２）母子父子寡婦福祉資金貸付金の未収金対策の強化を図る。 ・未納者数 １２８人
・電話や訪問での償還指導の強化（母子・父子自立支援員等による償還困難者の生活費等の収支状況
を把握し、無理のない返済方法を指導していく。）
・保証人への対応を強化するとともに、適時、未納者対策会議を開催し、償還指導方針を検討する。

女 性 保 護 １ 要援護者に対する処遇の充実 地域や関連機関との強力な連携のもと、要援護女子の早期発見に努め、処遇の充実を図る。 ・ 相談件数 １９１件
（うち由利地域 １３２件）
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事 項 名 事 業 名 内 容 備考【令和5年1月末実績】

各種手当・医療給付 １ 各種手当等事務の適正処理 （１）児童扶養手当 （※対象は南秋田郡） ・受給資格者 １４４人
・児童扶養手当申請受理・認定・交付
・台帳管理
・手当支給
・定期報告
・現況届

（２）特別児童扶養手当 （※対象は秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡、由利本荘市、にかほ市） ・受給資格者 １，３４５人
・特別児童扶養手当申請受理・認定・交付
・台帳管理
・手当支給
・定期報告
・所得状況届

生 活 保 護 １ 要保護者への対応の充実 （１）要保護者を早期に発見し、懇切丁寧な相談と支援を行う。 保護状況(R5.1月現在)
① 民生児童委員協議会、社会福祉協議会、医療機関、法テラス等々の関係機関と連携し、生活に困 被保護世帯 ２０４世帯
窮している方を発見したら、情報を速やかに提供していただき、早期に懇切丁寧な生活相談を実施 被保護人員 ２５４人
する。 保 護 率 １２．２‰
② 町村と連携し、生活保護制度の周知に努める。 （出典：福祉行政報告例）
③ 訪問活動等により生活状況を把握し、被保護者が健康で文化的な生活を維持できるよう必要な支
援を行う。

２ 生活保護の適正実施を推進 （１）保護の適正実施を図る。
① 被保護者の収入状況を客観的に把握するため、市町村税務担当課の協力を得て課税調査を実施す ・課税調査
る。 R４年８月実施
② レセプト点検等を実施し、被保護者の適正な受診を指導する。
③ 扶養義務者に対し照会を実施し、余裕がありそうな場合は被保護者への援助を求める。

（２）被保護者の自立支援を行う。 ･生活保護受給者等就労自立
① 就労可能な被保護者に対しては、ハローワークと連携し、就労開始に向け必要な支援を行う。 促進事業対象者(延べ人数)
② 一定の評価額以上の宅地を保有して保護が開始された者に対しては、要保護世帯向け長期生活支 生活保護 １人
援資金の借入手続きを指導して自立支援を行う。 児童扶養手当 ５人
③ 母子世帯に対しても個別支援プログラムを整備し、秋田職業安定所及び部内の関係職員との連携 生活困窮者 １人
により、具体的な就労支援を行う。

生活困窮者支援 １ 生活困窮者に対する処遇の （１）地域や関連機関と携し、生活困窮者の早期発見・自立支援に努める。 ・相談件数 １６人
充実 ① 生活困窮者の相談に応じ、アセスメントを実施して個々にあったプランを作成し必要な支援の提 （延べ件数１４４件）

供を行う。
③ 離職により住宅を失った生活困窮者に対し、家賃相当の給付金（有期）を支給する。
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事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

１　地域・職域連携推進事業

　地域保健と職域保健の連携により、それぞれの機関が実施している健康教育や健康
相談、健康に関する情報等を共有し、在住者や在勤者の違いによらず、地域の実情を
ふまえた、より効果的・効率的な保健事業を展開し、もって、住民の健康寿命の延伸及
び生活の質の向上を目的とする。

（１）秋田周辺地区地域・職域連携推進協議会
（２）地域課題研修会　

※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

２　糖尿病重症化予防対策

　地域糖尿病重症化予防対策推進会議の開催　１回

　市町村（保険者）が実施する糖尿病重症化予防対策について、地域の医師会等と協
議・連携して、評価や新たな対策を検討するための会議を開催する。

※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

３　受動喫煙等対策事業

　たばこは肺がんを始め多くの疾患の危険因子であることから、県民の健康の維持増進
を図るために、喫煙の健康影響についての知識の普及啓発等、たばこ対策を行う。

（１）受動喫煙対策の実施
　　　啓発用資材の配布による禁煙週間及び受動喫煙防止の呼びかけ
（２）禁煙支援事業の実施
（３）「喫煙可能(店）」を設置した店舗の届け出
（４）秋田県受動喫煙防止条例違反施設への立入検査及び指導

（１）受動喫煙防止啓発用資材の配布　　　献血巡回時、随時
（２）管内事業所に対する、禁煙対策支援
（３）届出　　０件
（４）指導　　０件

　栄養改善事業 １　地区組織の育成

　地域の食生活改善を推進する地区組織の育成・活動支援（秋田周辺地域食生活改善
推進協議会…事務局：秋田福祉環境部）活動の支援

（１）理事会
（２）総会・リーダー研修会
（３）自主活動事業

（１）理事会
 　　実施月日：令和４年７月４日
　　 会　　　場：秋田福祉環境部内　　　

（２）総会・リーダー研修会
　　 実施月日：令和４年９月８日
　　 会      場：潟上市市民センターかたりあん
　　 内　    容：講演「様々な塩のはなし」　
　　　　　　　　　　　秋田県立大学　准教授　石川匤子氏
　　　　　　　　　意見交換

（３）ヘルスメイトのみそ汁塩分濃度測定会in八郎潟町
　　実施月日：令和４年12月20日
　　測 定 数：１３検体

令和４年度　健康・予防課　事業計画

　健康づくり・
生活習慣病予防
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事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

２　人材育成

（１）栄養改善推進保健所研修会
　保健所及び市町村の地域活動に携わる栄養士の資質の向上と円滑な業務の推進を
図るため、由利本荘保健所と合同で研修会を開催する。
開催　年１回
対象者　秋田中央保健所、由利本荘保健所管内行政栄養士、在宅栄養士

（２）「地域の人材育成のための食生活改善講座」
地域の実情に応じて、食の地域の案内役を育成することにより、望ましい食習慣の普及
定着を図る。
対象：地域や家庭等で、食生活改善の案内役となることが期待できる者 （食生活改善
推進員を除く）

（３）公衆栄養学臨地実習生の指導 　

（１）栄養改善推進保健所研修会
　※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

（２）地域の人材育成のための食生活改善講座
　  実施月日：令和４年12月20日
　　会　　　場：八郎潟町保健センター
　　対　　　象：八郎潟町健康づくり教室「男塾」受講者　19名
　　　　　　　　　八郎潟町食育ボランティア「キャロットの会」役員　6名  　
　  内　　　容：みそ汁塩分濃度測定、ミニ講話、展示

（３）受け入れ学生…５名（仙台白百合大学、宮城学院女子大学、
　　　　　　　　　　　　　　　　青森県立保健大学、尚絅学院女子大学）
　　　受け入れ期間…令和４年９月５日～９月９日　

３　特定給食施設指導

　健康増進法に基づき、特定かつ多数人に対して継続的に食事を提供する給食施設に
対して、適切な栄養管理を行わせる観点から必要な指導および助言を行い、給食の質
の向上を図るとともに、喫食者に対する給食を通じた健康づくりを推進する。
（１）個別巡回指導
　　巡回時期　6月～12月
　　指導者　栄養指導員・食品衛生監視員

・特定給食施設従事者研修会
　　開催　年１回　
　　内容　　栄養報告書について　等

※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

４　食の環境整備事業（健康づくり
応援店等）

　飲食店等での健康に配慮した食事メニューの提供や禁煙・分煙実施店舗拡大のため
の啓発

　登録店の認定
・新規応援店の認定　　随時
・既登録店の確認指導　　　

既登録店の書面での内容確認 　３店

５　食品表示法に係わる栄養成分
表示の指導と健康増進法に係わる
虚偽誇大広告等の指導

助言・指導：随時

食品表示合同監視：年1回　誇大広告の禁止等

栄養成分表示の助言

食品表示合同調査（生活センター、食品衛生班）
　令和４年12月20日　　４ヶ所

６　国（県）民健康・栄養調査

（１）国民健康・栄養調査
　　栄養摂取状況調査
　　身体状況調査（血液検査、問診、血圧、腹囲、身長、体重）
　　生活習慣調査
（２）県民健康・栄養調査
　　栄養摂取状況調査（みそ汁塩分濃度測定）
　　身体状況調査（血圧、身長、体重）
　　尿中ナトカリ比測定

対象地区　潟上市天王
　　国民健康・栄養調査　1地区　
　　　実施世帯　11世帯（協力率64.7％）
　　県民健康・栄養調査　2地区
　　　実施世帯　24世帯（協力率64.9%）

栄養改善事業
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事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

７  食育推進事業
　関係者が連携して食育推進運動を進めることにより、県民の健全な食生活の実現を
図る。

（１）管内市町村計画の進捗状況確認
（２）食育ボランティア数の確認
（３）国の制度や方向性についての情報交換

（１）管内自治体の食育推進会議の出席…１市（２回）

８　栄養士・調理師免許関係事務

（１）　栄養士免許関係
（２）　調理師免許関係
（３）　管理栄養士免許関係
（４）　調理師試験関係
（５）　調理師就業届出（隔年）

（１）栄養士免許新規申請　6件、書換　35件、再交付  4件　
（２）調理師免許新規申請 29件、書換 10件、再交付 19件
（３）管理栄養士免許新規申請　1件、書換　1件、再交付  0件  
（４）調理師試験願書受付　62件
（５）調理師就業届出受付　155件　　　　　　　

歯科保健 １　歯科保健対策事業

（１）歯科保健普及啓発事業
 　　①　親子よい歯のコンクール　地区審査会

 　　②　８０２０いい歯の表彰  地区審査会

（２）地域歯科保健課題解決推進事業
　　地域の実情に応じた歯科口腔保健に関する研修会等を開催し、県民の歯や口腔及
び全身の健康の維持増進を図る。

（１）歯科保健対策事業
　　①親子よい歯のコンクール　地区審査会
　　　 各市町村から県健康づくり推進課へ対象者を選出する方法に変更。

　　②　8020いい歯の表彰 地区診査会
　　　　県歯科医師会へ業務委託　　　

（２）　※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

１　母子保健連絡調整会議

（１）母子保健担当者会議
　　　市町村が母子保健事業を推進するため、管内の健康課題を把握・共有し、地域特
性に応じた必要な支援等を行う

（１）管内母子保健担当者会議の開催　０回
　   ※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　医療給付・助成等

（１）特定不妊治療費助成事業
　　令和4年4月１日より特定不妊治療が保険適用となり、自己負担分の一部を県助成す
る。
　　①助成額９万円（C・F治療は３万円）
　　②助成回数：１子ごと　初回治療開始時　40歳未満９回　４０歳以上４３歳未満３回
（２）妊娠中毒症等療養援護費支給事務

（１）給付件数　 　　　２５件
（２）支給件数　　　　 　０件

３　受胎調節実施指導員申請事務
 ・受胎調節実地指導員の指定等に関する事務（母体保護法施行令）
     　指定証・標識交付等の申請受付、進達

・受胎調節実地指導員の指定に関する申請　　０件　

栄養改善事業

母子保健
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事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

１　新型コロナウイルス感染症対策

１．感染者発生動向の管理

　　・新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS） を活用した
感染症
　　　発生動向調査

２．新型コロナウイルス感染症患者への対応

　・感染者発生時の積極的疫学調査（感染症法１５条）
　・要入院者に対する入院勧告（感染症法１９条・２０条）
　・健康フォローアップ等の療養支援

　新型コロナウイルス感染者数（R5.1月末現在）

　　　  ７５３４人

　健康フォローアップ実施件数
　　　　１６４０件

２　結核対策
（１）予防思想の普及

結核予防意識の向上及び結核患者に対する適正な医療と患者管理の徹底を図る。

（１）　　結核予防週間（９月２４日～３０日）における啓発

（２）　　健康教育

（１）ポスター掲示

（２）管内特別養護老人ホーム 17施設へ啓発資材を配布。

（２）結核患者管理

（１）登録管理
    ①届出患者の訪問指導
    ②結核回復者の精密検査及び定期病状調査事業による状況把握
（２）服薬支援事業
　　①結核治療患者等に服薬支援の実施（訪問指導、来所・電話相談等）
    ②ＤＯＴＳカンファレンスへの参加
（３）結核発生動向調査
    ・月報（翌月の指定日）
    ・年報（翌年１月の指定日）
（４）定期外健康診断（登録患者・接触者）
（５）感染症診査協議会結核部会( 毎月第２水曜日)
    ・就労制限、入院勧告、医療費公費負担申請の医療内容の適否について協議
　　　(保健所長の諮問機関)

（１）令和４年結核登録患者の状況（※年末時点）
　　・新登録者　　　　　　　2人（ほか 　潜在性結核　2人）
　　・転入　　　　　　　　  　0人
　　・死亡（結核外）　   　 1人
　　・転出　　　　　　　　  　0人
　　・年末現在登録者　   7人（ほか 　潜在性結核　4人）

（２）服薬支援事業
　　①服薬確認（DOTS）　　  22件(延）
　　　　（内訳：訪問13件、電話連絡8件、来所1件）　　
　　②DOTSカンファレンスの参加　2回

（４）定期外健康診断
登録患者の精密検査　20件（延）
接触者健康診断　　16件(延）(家族5件・その他11件）

（５）感染症診査協議会結核部会　5回
  　　　　　　　　　　　 (うち緊急部会　　1回) 
　　〔就業制限〕18条    1件　      
　　〔入院勧告〕19条　  1件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　20条第1項　 1件　 承認　 1件　
　　　　　　　　　　20条第4項　 1件　承認　  1件
　　〔医療費公費負担〕 37条の2（一般）  申請4件　承認4件

（３）組織育成

結核予防婦人会活動の支援
　　・秋田周辺地区結核予防婦人会連合会関係事務（理事会・総会・研修会等）

秋田周辺地区結核予防婦人会連合会活動
　・会員数　１，４６５名
　　　　　　　（秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡4町村）
　・理事会、総会　書面会議
　・研修会　中止

感染症対策
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事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

３　その他感染症対策

（１）感染拡大防止対策
　　①感染症発生届による積極的疫学調査、二次感染防止指導
　　②社会福祉施設等の集団発生報告による積極的疫学調査、二次感染防止指導（社
会福祉施設等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）ウイルス性肝炎対策
　①ウイルス性肝炎相談・検査事業　毎月第３月曜日午後・第４月曜日夜間（予約制）
　②肝炎治療特別推進事業（肝炎治療費助成費等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　③秋田県肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業（初回精密検査・定期検査費用一部
助成等）
　④秋田県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業（がん入院治療費の一部助成）
    （H30.12.1実施）

（３）エイズ・性感染症対策
　①エイズ予防知識の啓発普及事業
　　＊６月１日～６月７日のＨＩＶ検査普及週間における啓発
　　＊１２月１日の世界エイズデ－に併せたキャンペ－ン
　　＊健康教育

  ②エイズ相談及び性感染症個別相談・検査事業
　　＊日中　年間１２回（第４水曜日１０：００～１１：００　予約制）
　　＊夜間　年間１２回（第４水曜日１７：３０～１８：３０　予約制）

（１）【感染症まん延防止活動】
①感染症発生届出件数　３件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②集団発生報告　８件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）ウイルス性肝炎対策
  ① ＨＢｓ抗原検査　 　５件　 ＨＣＶ抗体検査   ５件　
  ②肝炎治療受給者証交付６９件（C型：新規９件　（再掲再治療0件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （B型：新規４件　更新５６件）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　③初回精密検査費用助成 　 ０件
　　　　　　定期検査助成　　　  　０件
　④参加証交付：０件　（新規：０件　更新対象１件）

（３）エイズ・性感染症対策
 ①管内の各駅へ普及啓発資材を配布
 ②エイズ相談及び性感染症個別相談・検査
　 相談　１６件（検査・電話含む）
 　HIV抗体迅速検査　９件
　 性感染症検査　９件
　※新型コロナウイルス感染症業務優先のため４月～６月の検査は中止。

４　感染症発生動向調査
①全数報告　管内全医療機関
②定点報告　４医療機関　週報（インフルエンザ、小児科）　月報（性感染症）

感染症サーベイランスシステムの更改により、令和４年１０月３１日からオ
ンラインシステムによる報告の開始
システムアカウント発行件数　２２件（延べ件数）

１　医療費助成事業

（１）特定医療費（指定難病）医療費助成事業
（２）先天性血液凝固因子障害治療研究事業  
（３）小児慢性特定疾病医療費助成事業

（１）交付件数：　新規４８件、更新６５９件、転入５件、変更２２件、不承認２
４件

（２）交付件数：　更新対象３件　変更１件
（３）交付件数：　新規７件、　更新６２件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．難病患者地域支援対策推進事
業

　保健所を中心とし、地域医療機関、関係機関と連携し、きめ細やかな支援が必要な在
宅患者に対する適切な療養支援を行う。

（１）在宅療養支援計画策定・評価事業
　　要支援難病患者に対して個別の支援計画を策定し、各種サービスの適切な提供に
資する。
（２）訪問相談事業
（３）医療相談事業
  　患者及び家族に対し学習・相談・交流会を開催する。
（４）管内の患者会の育成支援を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（５）在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業
　　在宅で人工呼吸器を使用する患者に対し、診療報酬で定める回数を超える訪問看
護を実施することにより、在宅療養の実態把握と訪問看護の方法等に関する研究を行
う。（現在１名の在宅呼吸器患者がいるが、現在一日１回の訪問看護で落ち着いている
ため該当無し。対象：訪問看護１日３回以上の４回目以上。）

※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

（１）在宅療養支援策定・評価事業
　　　対象　0件　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
（２） 指定難病訪問実人員　０人
（３） 難病患者家族の学習・交流会　　　　 ０回　　　　　　　　　　　　　　　　　
（４）患者会支援（すみれの会：パーキンソン病）　    ０回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（５）在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業制度　
　　利用者　０人（H２９年度以降０人）

感染症対策

難　病　対　策
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事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

骨髄バンク 骨髄提供者登録事業

保健所内に骨髄提供者登録窓口を開設し、骨髄提供希望者の確保を図る。
１）第４水曜日
２）集団登録事業
　　街頭献血キャンペーンと同時開催

２）令和4年8月21日実施　登録人数  １人

１　健　康　管　理

＜健康診断＞
   被爆者の健康管理の一環として健康診断を実施する。
　 ・被爆者手帳被交付者　０人　※管内対象者なし。転入があった場合随時対応する。
　   ①　実施回数　　２回（定期）
     ②　実施場所　　委託医療機関
     ③　実施方法　　委託契約条項による（一般検査、精密検査）

被爆者手帳交付者　０人（管内対象者なし）

２　各種手当の支給

＜各種手当の支給＞
　 原子爆弾の障害作用の影響を受け、今なお特別の状態にある被爆者に対し、
　 その状況に応じた各種手当の支給
　 ・原爆医療費の支給　０人　※管内対象者なし。転入があった場合随時対応する。

対象者　０人（管内対象者なし）

１　医務関係許認可等
（１）病院、診療所、助産所、施術所、歯科技工所等の開設許可及び変更等届出の受理

（２） 医療法人の設立・定款変更認可等の受理

受理件数         35件

受理件数　　　　 58件　　　　　　　　　　　　　　　

２　病院・診療所立入検査

重点指導事項
   ①　安全管理のための体制の確保等
   ②　院内感染防止対策                                                                                              
   ③　医薬品の安全管理体制について
   ④  医療機器に係る安全使用のための体制について
   ⑤  医療従事者の充足状況
   ⑥　管理運営体制の把握
   ⑦　診療放射線の安全管理対策の徹底
   ⑧　病院に関する広告
   ⑨  防火・防災対策
   ⑩  医療廃棄物の適正処理
   ⑪  個人情報保護法への医療機関の対応

実施施設数        4施設 （自主検査）

   病院
　    湖東厚生病院
　    杉山病院
　    藤原記念病院
　    男鹿みなと市民病院

３　医療従事者免許申請 医療従事者の免許申請、籍訂正申請等の受理等
受理件数　　　　　22件 

原爆被爆者対策

医　務

15



事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

４　地域医療構想策定事業
医療機能ごとの医療需要に対する医療提供体制の検討や、必要病床数を踏まえた２０
２５年の医療提供体制を実現するための施策の検討を行うために、調整会議を開催す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調整会議専門部会開催
　日　時　令和4年8月22日
　　　　　　オンライン会議
　出席者　40名

５　小児救急医療啓発事業

子どもの保護者等に対して、小児の急病等の対応方法等についての講習会を実施する
とともに、ガイドブックを作成・配布することにより、小児の急病時における知識の普及啓
発を図る。
　小児救急保護者講習会　１回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※　新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

１　薬機法の許認可等
（１）薬局、医薬品販売業、医療機器販売業等の許可申請及び変更届出等の受理・審査
（２）登録販売者試験の受験願書の受理・審査
　  試験日：毎年夏頃実施予定

(1)受理件数　　 　500件
(2)試験日　令和4年8月31日      受理件数     190件

２　薬事監視

重点監視事項
 ①　管理者の勤務状況及び義務の遂行状況の把握
 ②　開設者の遵守事項の把握
 ③　違反広告の取り締まり

実施施設数      30施設（延べ件数）

３　薬とくらしの教室の開催
地域住民に対し、薬のもつ特質及びその使い方、保管等について正しい知識の普及
  ・協力団体：一般社団法人秋田県薬剤師会中央支部

受付件数　　　　　3件

４　毒物劇物取締法の登録等
（１）販売業、業務上取扱者、特定毒物研究者の登録申請及び届出の受理・審査
（２）毒物劇物取扱者試験の受験願書の受理・審査

(1)受理件数　　　　16件

(2)試験日　令和4年9月7日
    受理件数　　 　  29件

５　毒物劇物監視 　毒物劇物販売業者、業務上取扱者等への立入検査、指導等 実施施設数        6施設

６　麻薬・大麻・覚せい剤関係法令
の免許、許可、指定等

（１）麻薬取扱者免許、大麻取扱者免許、覚醒剤（原料）関係指定証の申請等の受理・
審査
（２）麻薬取扱者の年間届、大麻取扱者・覚醒剤取扱者年間数量報告の受理・審査
（３）調剤済麻薬等廃棄届の受理・審査
（４）麻薬等廃棄届の受理・審査
（５）麻薬等事故届の受理・審査

受理件数
 (1)  1772件、6件、4件  
 (2)   411件、4件、7件 
 (3)  214件
 (4)  119件 
 (5)  27件

医　務

薬　務
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事　項　名 事　業　名 内　　　　　　　　　　容 備考【令和5年1月末実績】

７　麻薬等監視 医療用麻薬等の適正な取り扱い、管理に関する監視指導
立入施設数　 　  135施設

８　薬物乱用防止啓発活動

麻薬、覚醒剤、シンナー等乱用薬物の有害性の啓発及び薬物乱用撲滅思想の普及
（１）「 ダメ。ゼッタイ。」普及運動（６月２０日～７月１９日）
（２）不正大麻・けし撲滅運動（６月１日～７月３１日）
（３）麻薬・覚醒剤乱用防止運動（１０月１日～１１月３０日）

（１）６・２６ヤング街頭キャンペーン
　※新型コロナウイルス感染症業務優先のため中止

（２）不正大麻・けし撲滅運動
　協力団体8事業所あて啓発資材（ポスター、パンフレット）を配布

（３）麻薬・覚醒剤乱用防止運動
　管内大学学生寮、薬物乱用防止講習会実施団体へ啓発資材（パンフ
レット、
　ティッシュ）を配布

１　献血推進事業

（１）効果的な献血体制の推進と実施
　　・市町村と連携し、献血協力事業所を開拓する。
　　・市町村担当者会議の実施
　　・参集型事業所献血の推進

（２）効果的な広報・普及啓発、学校教育等との連携
　　・献血セミナーの開催
　　・献血ボランティアとの協力
　　・啓発ポスター・周知ちらしの作成と配布

(1)献血者数
　　200mL  8人、400mL 977人　　計　985人
　　献血５０回達成者　8名（保健所長感謝状贈呈）

(２)事業所にポスターや献血周知ちらしを配布し啓発に務めた。
　　献血セミナー、献血高校生ボランティアについては新型コロナウイルス
感染症業務優先のため中止

２　街頭献血キャンペーン 　　市町村の各種イベント等において献血思想の啓発普及を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　街頭献血
　　令和4年 8月21日　メルシティ潟上(潟上市)
　  令和4年10月29日 いとく男鹿ショッピングセンター（男鹿市）[新規]
    令和4年11月27日   おおがた道の駅（大潟村）
　　令和5年 1月  9日　イオンスーパーセンター(五城目町)
　　令和5年 3月19日 　メルシティ潟上（潟上市）【予定】
　　令和5年 3月26日 　スーパーセンターアマノ男鹿店（男鹿市）【予定】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

薬　務

献　血
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令和４年度 環境指導課 事業計画

備考【令和5年1月末実績】事 項 名 事 業 名 内 容
【環境・公害】

１．安全な飲料水確保のための （１）水道施設の維持管理指導（簡易専用水道は、定期検査の受検指導） 監視指導件数 ０
水道及び特定建築物 指導 【水道施設数】
の衛生管理 上水道 簡易水道 専用水道 小規模水道 簡易専用水道

６ ２(１) ４ １(１) ９
※1 ( )内は、非公営施設数(内数)
※2 令和2年度秋田県水道施設現況調査

（２）飲用井戸等衛生対策の推進
・自家用飲用井戸、小規模受水槽水道等の衛生管理・水質検査の指導

２．特定建築物の監視指導 （１）特定建築物の監視指導 監視指導件数 ０
【特定建築物数】
興行場 百貨店 店舗 事務所 旅館 学校 集会所
０ １ ２ １ １ １ ０

（２）ビル管理登録業者の監視指導：１１４業者（秋田市内の事業者を含む） 登録業者監視件数 ２０

廃棄物の適正処理 １．廃棄物処理施設等の監視指導 （１）廃棄物処理施設等
・施設の適正管理の指導 監視指導件数 １４
・最終処分場放流水等の行政検査 行政検査件数 ３
【対象施設数】

一般廃棄物 産業廃棄物
ごみ処理施設等 最終処分場 中間処理施設等 最終処分場

７ ９ ２３ ４

（２）医療廃棄物排出事業所 監視指導件数 ０
・感染性廃棄物の適正処理指導 : （計画）４病院

（３）特定有害産業廃棄物排出事業所 監視指導件数 １
・廃棄物の適正処理指導又は汚泥等の行政検査：（計画）１事業所 行政検査件数 １

（４）ＰＣＢ廃棄物保管事業所 監視指導件数 ９７
・ＰＣＢ廃棄物の適正処理指導指導：（計画）４１事業所
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備考【令和5年1月末実績】事 項 名 事 業 名 内 容

廃棄物の適正処理 ２．浄化槽の適正管理指導 （１）管理が不適正な浄化槽に対する指導：（管内対象設置基数） ５２０基 文書指導件数 １３
※ 権限移譲済市町（男鹿市・潟上市・五城目町）分設置基数：２，３６２基

（２）浄化槽保守点検登録業者の監視指導：１６業者（秋田市内の事業者を含む） 登録業者監視件数 １

３．不法投棄防止対策 （１）環境監視員による監視：（計画）１３５日 監視日数 １２９

（２）市町村との情報交換 会議 書面開催

（３）めざせクリーン秋田大作戦事業
・撤去及び防止事業の実施 ６～１２月（４市町村） コロナ対応のため中止

温泉の適正利用 １．温泉の適正利用に係る指導 【指導対象温泉数】 監視指導件数 ０
温泉源泉数 利 用 施 設

浴 用 飲 用
３３ ２６ ２

環境保全の推進 １．工場・事業場に対する （１）排出基準及び排水基準適用工場に対する立入検査及び指導（行政検査及び現地確認）
立入検査及び監視指導 ① 大気関係計画（施設数） 行政検査件数 ０

ばい煙発生施設 指定ばい煙 粉じん 現地確認件数
発生施設 発生施設 ばい煙発生施設 ０

行政検査 現地確認 現地確認 現地確認 指定ばい煙 ０発生施設
１ ４０ ２４ ０ 粉じん発生施設 ０

コロナ対応のため中止
② 水質関係計画（延べ事業場数） 行政検査件数 １７

特定施設（湖沼法対象施設を含む） 指定汚水 現地確認件数
行 政 検 査 排出施設 特定施設 １

重点工場等 有害物質関連 その他法対象 協定工場 現地確認 現地確認 指定汚水排出 ０施設
１４ ２ ８ ５ ２６ ０ 指示件数 ３

コロナ対応のため一部中止
（２）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく立入検査及び監視指導：１０施設 立入検査件数 ０

コロナ対応のため中止・特定施設(廃棄物焼却炉等)への立入検査及び現地確認
・自主検査及び結果の報告について指導

１（３）大気汚染防止法に基づくアスベスト除去工事の確認 立入検査件数
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備考【令和5年1月末実績】事 項 名 事 業 名 内 容

環境保全の推進 ２．八郎湖の水質保全 （１）事業場排水基準検査：（計画）延べ１３事業場 行政検査件数 １０

（２）八郎湖クリーンアップ作戦、リーフレット等による啓発
・八郎湖クリーンアップ作戦 実施日 4/17
・水田濁水流出防止監視指導 監視日数 ３

３．ゴルフ場農薬に係る指導 ゴルフ場農薬水質等自主検査の指導：８ゴルフ場（秋田市内分を含む） 確認件数 ８

4．環境に配慮した活動の促進 小学校高学年を対象とした環境学習会の開催 ７～Ｈ５．１月（３校） ３校実施

【食品衛生】
１．食品衛生監視指導の強化 １．重点監視対象施設

食品等の安全確保
施 設 対 象 数 監視指導数： ９２件

高度な処理技術を要する食品等の製造施設 ７
広域に流通する食品等の製造又は加工施設 ９０
一度に大量の食品を調製する施設 １３
食 品 等 の 流 通 拠 点 と な る 施 設 ６
大 規 模 食 品 販 売 施 設 ２８
上 記 以 外 の 大 規 模 食 品 取 扱 施 設 ０

計 １４４

２．重点指導事項
・食品営業施設の許可及び監視指導
・食品衛生法に基づく食品表示の確認
・食品の収去検査
・食品事業者等への食品衛生に関する啓発
・食中毒の未然防止及び発生時の拡大防止
・違反食品の排除
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備考【令和5年1月末実績】事 項 名 事 業 名 内 容

食品等の安全確保 １．食品衛生監視指導の強化 ３．特別監視期間
（監視指導総合）

・春季行楽時の食品衛生強調期間 ４月１６日 ～ ４月２６日 監視件数： ３９４件
・食品安全安心月間 ６月 １日 ～ ６月３０日 説諭件数： １件
・夏季食品一斉取締月間 ７月 １日 ～ ７月３１日 指示書発行件数： ０件
・食品衛生月間 ８月 １日 ～ ８月３１日 現場検査件数：
・食品、添加物等の年末一斉取締月間 １２月 １日 ～１２月２６日 ７，６８４件

違反件数： ５８件

２．食品等の行政検査 １．収去検査
細菌学検査：３２検体

細菌学検査 ３４件 不適：０ 不良：２
理化学検査：１４検体

理化学検査 １４件 不適： ０検体
残留農薬等検査： ５検体

残留農薬等検査 ６件 不適： ０検体

３．食品衛生思想の普及啓発 １．消費者等

（１）消費者団体等に対し食品衛生講習会への講師派遣

（２）食品安全地域懇談会の開催 食品安全地域懇談会
秋田中央地区で開催予定 １１／１６ 開催（潟上市）

手洗い体験、手洗い教室。
（３）情報の提供 参加90名

・市町村広報等へ掲載依頼
・食品関係営業のチラシへの掲載依頼
・ホームページに掲載
・報道機関へ情報提供 食品衛生功労者 ：０人

食品衛生優良施設：０施設
２．営業者及び従事者 (R4年度 未実施)
（１）食品業界に対して食品衛生講習会の開催及び講師派遣

（２）保健所長表彰
・食品衛生功労者
・食品衛生優良施設

（３）情報の提供
・食品衛生協会
・秋田県食品衛生推進員
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備考【令和5年1月末実績】事 項 名 事 業 名 内 容

食品等の安全確保 ４．食品衛生自主管理の推進 １．食品衛生協会に対する県委託事業及び要請事業の推進
（１）食品衛生推進員の活動

・食品衛生推進員 ２３人 巡回延べ人数： ６人
・活動目標 （巡回延べ人数：７５人 指導施設延べ件数：４５０施設） 指導施設延べ件数：

２３６件

（２）食品衛生責任者の養成及び研修会
・養成目標人員 ６０人 養成者数： １７６人
・研修目標人員 ６０人 研修者数： ９０人

（３）食品等の自主的衛生検査
・目標件数 ３８５件 実施件数： １５０件

（４）腸内細菌検査
・目標件数 ４，３４１件 実施件数： ３，６３８件

（５）食中毒警報の発令
警報発令回数： ０回

２．衛生管理（ＨＡＣＣＰに沿った管理手法の導入）に関する指導・支援 １４施設

生活衛生関係営業の １．生活衛生関係営業施設の監視 （１）営業施設の監視指導
安全確保 指導の強化

・監視指導対象施設 : 旅館、公衆浴場等 監視指導施設数：２４施設
・レジオネラ症防止対策に係る衛生管理指導

（２）行政検査の実施
・公衆浴場の水質検査（レジオネラ属菌を含む） ３施設 検査実施数： ３施設

【生活衛生関係営業施設数】 (R3.1.31現在)
クリーニング所 計

旅館 興行場 公衆浴場 理容所 美容所 ｸﾘｰﾆﾝ 取次所
ｸﾞ所

管 内 14 0 8 51 76 1 12 162
管内（男鹿市、潟上市を除く） ※男鹿市、潟上市は権限移譲

している。
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備考【令和5年1月末実績】事 項 名 事 業 名 内 容

生活衛生関係営業の ２．生活衛生営業の自主管理の推 （１）自主検査の実施指導
安全確保 進 レジオネラ症防止対策に係る自主検査実施指導

（２）（財）秋田県生活衛生営業指導センターとの連携

（３）生活衛生関係営業秋田地方連絡協議会に対する指導
生活衛生功労者 ０

（４）保健所長表彰 生活衛生優良施設 ０
(R4年度 未実施)

死亡獣畜の衛生確保 １．化製場等に対する監視指導 死亡獣畜取扱場・化製場等
・衛生管理の徹底指導 監視 ０施設
・１市町村、１施設以上を通年使用できるように設置推進指導
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